
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

本人が無権代理人を相続した場合における無権代理
行為の効力

有地, 亨
九州大学法学部助教授

依田, 精一

https://doi.org/10.15017/1456

出版情報：法政研究. 29 (4), pp.107-119, 1963-04-30. 九州大学法政学会
バージョン：
権利関係：



本
人
が
無
権
代
理
人
を
相
続
し
た
場
合
に
お
け
る

無
権
代
理
行
為
の
効
力

最
高
裁
昭
和
三
五
年
（
オ
）
第
三
号
、
同
三
七
年
四
月
二
〇
日

第
二
小
法
延
判
決
最
高
民
集
一
六
巻
四
号
九
五
五
頁

有依

地田

猷
ヨ騎

一．・．晶

一

　
　
〔
事
実
〕

　
　
　
Y
（
上
告
人
。
被
告
・
反
訴
原
告
）
の
先
代
A
は
、
昭
和
＝
二
年
末
に
、
Y
を
代
理
す
る
権
限
を
有
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Y
の

　
代
理
人
と
称
し
て
X
（
被
上
告
人
、
原
告
、
反
訴
被
告
）
に
対
し
て
、
Y
所
有
の
本
件
家
屋
を
売
渡
し
、
そ
の
旨
の
所
有
権
移
転
登
記
手

　
　
続
を
す
ま
し
た
。
そ
の
後
、
A
は
昭
和
一
五
年
一
〇
月
に
死
亡
し
、
Y
が
そ
の
家
督
相
続
を
し
た
が
、
昭
和
二
二
年
に
い
た
り
、
Y
よ
り

　
　
X
に
た
い
し
本
件
家
屋
は
Y
の
所
有
に
し
て
A
は
な
ん
ら
権
限
な
く
X
に
売
渡
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
右
所
有
権
移
転
登
記
扶
消
請
求

説
　
の
訴
が
提
起
さ
れ
、
昭
和
二
七
年
Y
勝
訴
の
判
決
が
確
定
し
た
。
X
は
、
Y
を
相
手
と
し
て
、
A
自
身
は
売
主
と
し
て
第
三
者
Y
所
有
の

論　
　
物
を
売
渡
し
て
、
い
ま
だ
そ
の
債
務
の
履
行
を
し
て
い
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
相
続
に
よ
っ
て
そ
の
債
務
を
も
承
継
し
た
Y
は
、
本
件
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説

家
屋
占
有
部
分
（
階
上
は
Y
、
階
下
は
x
が
占
有
し
て
い
る
）
の
明
渡
し
と
所
有
権
移
転
登
記
手
続
を
な
す
べ
き
旨
を
主
張
し
て
、
本
訴
を
提

起
し
た
。
第
＝
番
は
、
X
の
請
求
を
棄
却
。
X
は
控
訴
を
提
起
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
日
右
の
売
買
契
約
は
A
が
権
限
が
な
い
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
Y
の
代
理
人
と
し
て
締
結
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
A
は
無
権
代
理
人
と
し
て
民
法
一
一
七
条
所
定
の
履
行
の
責
に
任
ず
べ
き

と
こ
ろ
、
A
の
死
亡
に
よ
り
そ
の
家
督
相
続
し
た
Y
は
、
そ
の
債
務
を
承
継
し
た
こ
と
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
、
X
に
債
務
不
履
行
と
し

て
本
件
家
屋
の
所
有
権
移
転
登
記
手
続
な
ら
び
に
右
家
屋
階
上
部
分
の
明
渡
し
を
求
め
る
。
　
臼
無
権
代
理
入
へ
は
、
本
人
た
る
Y
の
追

認
お
よ
び
追
認
拒
絶
の
な
い
ま
ま
死
亡
し
、
Y
が
相
続
に
よ
っ
て
そ
の
地
位
を
承
継
し
た
か
ら
に
は
、
A
の
な
し
た
本
件
売
買
契
約
は
完

全
な
も
の
に
つ
た
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
家
屋
は
当
時
Y
の
所
有
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
X
は
右
売
買
契
約
に
基
き
へ
の
死
亡
（
Y

の
相
続
）
と
同
時
に
右
家
屋
の
所
有
権
を
取
得
し
た
こ
と
に
な
る
た
め
、
　
X
は
所
有
権
に
基
づ
き
、
本
件
家
屋
の
所
有
権
移
転
登
記
手
続

を
求
め
る
と
い
う
二
点
を
主
張
し
た
。

　
第
二
審
は
、
ま
ず
■
に
つ
い
て
、
　
「
無
権
代
理
人
が
本
人
か
ら
追
認
を
得
、
ら
れ
な
い
と
き
は
、
　
無
権
代
理
人
は
相
手
方
に
対
し
あ
た

か
も
当
該
契
約
が
無
権
代
理
人
自
身
と
相
手
方
と
の
間
に
成
立
し
た
と
同
様
の
責
任
を
負
い
、
し
た
が
っ
て
相
手
方
に
た
い
し
、
該
契
約

内
容
た
る
履
行
と
同
一
の
履
行
を
な
す
べ
き
こ
と
は
民
法
第
二
七
条
に
徴
し
明
ら
か
で
あ
り
、
ま
た
右
債
務
が
相
続
に
よ
っ
て
相
続
入

に
承
継
さ
れ
る
こ
と
も
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
た
だ
本
人
に
よ
る
追
認
拒
絶
の
な
い
ま
ま
無
権
代
理
人
が
死
亡
し
、
本
人
に
よ

っ
て
相
続
せ
ら
れ
た
場
合
に
、
は
、
導
入
た
る
資
格
と
無
権
代
理
人
た
る
資
格
と
が
同
一
人
に
帰
捜
す
る
に
至
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
の

よ
う
な
場
合
に
は
本
人
は
一
方
で
は
無
権
代
理
人
た
る
資
格
で
民
法
第
一
一
七
条
の
責
に
任
じ
、
他
方
で
は
本
人
た
る
資
格
で
追
認
を
拒

絶
す
る
と
い
う
風
に
両
方
の
資
格
を
分
離
主
張
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
無
権
代
理
人
の
相
続
入
と
し
て
民
法
第
一
一
七

条
に
基
く
義
務
も
、
本
人
と
し
て
の
追
認
拒
絶
権
も
共
に
消
滅
に
帰
し
、
結
局
相
続
と
同
時
に
無
権
代
理
行
為
の
驚
風
は
追
完
さ
れ
、
そ

の
時
以
降
無
権
代
理
に
よ
る
契
約
は
有
効
と
な
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
無
権
代
理
入
が
本
人
を
相
続
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と
何
等
異
ら
な
い
も
し
た
場
合
の
と
解
す
る
」
と
し
、
こ
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
Y
に
た
い
し
て
民
法
第
＝
七
条
に
基
く
責
任
（
相
続

　
　
債
務
）
を
追
求
す
る
余
地
は
な
く
、
　
「
却
っ
て
、
本
件
家
屋
の
所
有
権
は
前
垂
売
買
契
約
に
基
き
相
続
開
始
と
同
時
に
Y
か
ら
X
に
移

　
　
恕
し
た
も
の
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
判
示
し
て
、
X
の
所
有
権
に
基
く
移
転
登
記
請
求
を
認
容
し
た
（
岡
時
に
階
上
部
分
の
明
渡

　
　
に
つ
い
て
も
、
X
Y
間
に
昭
和
二
一
年
に
当
該
部
分
を
明
渡
す
旨
の
合
意
の
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
認
め
、
X
の
右
明
渡
請
求
も
認
容
）
。

　
　
　
こ
れ
に
た
い
し
、
Y
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
理
由
を
挙
げ
て
、
上
告
。
日
雀
法
意
二
七
条
に
よ
る
無
権
代
理
人
の
責
任
は
、
相
手
方
が

　
　
善
意
無
過
失
の
場
合
に
お
い
て
の
み
存
在
し
、
相
手
方
が
代
理
権
な
き
こ
と
を
知
り
た
る
と
き
、
も
し
く
は
過
失
に
よ
っ
て
知
ら
な
か
っ

　
　
た
と
き
に
は
、
無
権
代
理
人
と
し
て
は
、
な
ん
ら
責
任
な
き
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
Y
が
家
督
相
続
を
し
た
か
ら
と
言

　
　
っ
て
、
そ
の
責
任
を
相
続
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
原
判
決
の
よ
う
に
相
続
に
よ
り
無
権
代
理
行
為

　
　
の
蝦
疵
が
追
完
さ
れ
、
そ
の
時
よ
り
無
権
代
理
人
に
よ
る
行
為
が
有
効
と
な
る
と
す
れ
ば
、
Y
は
追
認
を
強
制
せ
ら
れ
た
と
同
様
の
不
都

　
　
合
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
け
で
な
く
、
な
ん
ら
責
任
の
な
い
先
代
を
相
続
し
た
こ
と
で
突
然
、
相
続
人
に
責
任
を
生
ず
る
結
果

　
　
に
な
っ
て
、
相
続
の
法
理
に
甚
し
く
反
す
る
。
口
原
判
決
が
相
続
に
よ
っ
て
無
権
代
理
人
の
相
続
人
と
し
て
の
民
法
第
一
一
七
条
の
義
務

　
　
も
歯
入
と
し
て
の
追
認
拒
絶
権
も
と
も
に
消
滅
す
る
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
明
ら
か
に
相
続
以
前
に
無
権
代
理
人
の
民
法
第
一
一
七
条
の

　
　
責
任
の
あ
っ
た
こ
と
を
前
提
と
し
、
そ
れ
が
本
人
の
相
続
と
同
時
に
消
滅
す
る
と
な
す
趣
旨
に
解
さ
れ
る
。
以
上
は
、
無
権
代
理
入
が
民

　
　
法
第
一
一
七
条
の
責
任
を
負
わ
な
い
場
合
に
は
、
本
人
が
相
続
す
る
も
無
権
代
理
行
為
が
当
然
に
有
効
に
な
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
原

　
　
判
決
も
肯
定
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。
e
口
の
い
つ
れ
に
お
い
て
も
、
A
が
無
権
代
理
人
と
し
て
民
法
第
一
一
七
条
一
項
の
責
任
を
負
っ

　
　
て
い
た
か
否
か
、
つ
ま
り
、
同
条
二
項
の
事
実
が
あ
っ
た
か
否
か
を
判
断
し
た
上
で
な
け
れ
ば
、
先
代
A
の
無
権
代
理
人
と
し
て
の
責
任

説　
　
を
肯
定
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
は
ず
で
あ
る
。

論　
　
　
上
告
一
部
破
棄
差
戻
。
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諭 説

〔
判
旨
〕
蕪
蒸
代
理
入
が
交
霜
書
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
細
り
し
た
無
権
代
理
行
為
に
つ
き
交
の
籍
に
お
い
て
追
認
を
拒
刀

絶
す
る
余
地
を
認
め
る
の
は
信
義
則
に
反
す
る
か
ら
、
右
無
権
代
理
行
為
は
相
続
と
共
に
当
然
有
効
と
な
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
　
M

け
れ
ど
も
・
交
が
無
権
袋
人
霜
柔
し
た
場
倉
・
こ
れ
と
羅
に
論
ず
る
…
は
で
き
な
い
。
後
者
の
場
倉
お
い
て
籍
∴

人
た
る
交
が
被
相
続
人
の
無
権
袋
行
為
の
霧
㎜
を
拒
絶
し
て
も
、
寧
り
信
養
反
す
・
⇔
き
ろ
は
な
い
か
・
り
、
被
相
続
人
の
無
権
代
獣

理
行
為
は
、
一
般
に
本
人
の
相
続
に
よ
り
当
然
有
効
と
な
る
も
の
で
は
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

　
然
る
に
・
原
審
が
本
人
た
る
上
告
人
Y
に
お
い
て
無
権
代
理
人
亡
A
の
家
督
を
相
続
し
た
以
上
、
原
判
示
の
無
権
代
理
行
為
は
、
こ
の

と
き
か
ら
当
然
有
効
と
な
り
・
本
件
不
動
産
所
有
権
は
被
上
告
人
X
に
移
転
し
た
と
速
断
し
、
こ
れ
に
基
い
て
本
訴
お
よ
び
反
訴
に
つ
き

上
告
人
Y
敗
訴
の
判
断
を
下
し
た
の
は
、
法
令
の
解
釈
を
誤
っ
た
結
果
審
理
不
尽
理
由
不
備
の
違
反
に
お
ち
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
論

旨
は
結
局
理
由
が
あ
り
、
原
判
決
中
上
告
人
Y
の
敗
訴
の
部
分
は
破
棄
を
免
れ
な
い
。
」

〔
批
評
〕

一
・
本
判
決
は
・
本
人
が
無
権
代
理
人
の
家
督
を
相
続
し
た
場
合
に
は
、
被
相
続
人
の
無
権
代
理
行
為
が
相
続
に
よ
り
当
然
に
有
効
と
な

る
も
の
で
は
な
い
と
述
べ
た
最
初
の
注
目
す
べ
き
判
決
で
あ
る
。
か
か
る
ケ
ー
ス
と
は
逆
に
、
無
権
代
理
人
が
本
人
を
相
続
し
た
場
合
に

関
し
て
は
・
か
な
り
多
数
の
大
審
院
判
決
が
存
在
し
、
そ
の
理
由
づ
け
は
必
ず
し
も
同
一
で
は
な
い
が
、
ほ
ぼ
確
定
し
、
無
権
代
理
人
の

行
為
は
本
人
み
ず
か
ら
が
し
た
と
同
様
の
効
果
を
発
生
す
る
旨
を
判
示
し
、
本
判
決
と
対
蹟
的
な
結
論
を
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
学
説
も

大
体
従
来
の
判
例
の
結
論
を
支
持
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
本
批
評
で
は
、
ま
ず
こ
れ
ら
の
判
例
。
学
説
を
検
討
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め

た
い
。

　
ま
ず
最
初
の
大
審
院
の
判
例
は
・
り
昭
和
二
年
三
月
二
二
日
（
民
二
六
巻
一
〇
六
頁
）
で
あ
っ
て
、
相
続
人
X
が
戸
主
A
の
代
理
人
と
称

し
て
Y
銀
行
と
当
座
貸
越
契
約
を
締
結
し
、
そ
の
担
保
と
し
て
A
の
不
動
産
上
に
根
抵
当
権
を
設
定
し
た
後
に
、
A
が
追
認
も
追
認
拒
絶



　
も
な
さ
な
い
ま
ま
に
死
亡
し
た
の
で
、
X
が
A
を
家
督
相
続
し
た
ケ
ー
ス
に
関
し
て
、
　
「
無
権
代
理
入
が
本
人
ヲ
相
続
シ
、
本
人
ト
代
理

　
入
ト
ノ
資
格
が
同
一
人
二
帰
ス
ル
ニ
至
リ
タ
ル
以
上
、
本
人
が
自
ラ
法
律
行
為
ラ
為
シ
タ
ル
ト
同
様
ノ
法
律
上
ノ
地
位
ヲ
生
ジ
タ
ル
モ
ノ

　
ト
解
ス
ル
ヲ
相
当
ト
ス
。
恰
モ
権
利
ヲ
処
分
シ
タ
ル
者
が
実
際
其
ノ
目
的
タ
ル
権
利
ヲ
有
畜
ザ
ル
場
合
ト
難
、
其
ノ
後
、
相
続
其
ノ
他
二

　
因
り
該
処
分
二
黒
ル
権
利
ヲ
取
得
シ
、
処
分
者
流
ル
地
位
ト
権
利
者
タ
ル
地
位
ト
ガ
同
一
人
回
帰
ス
ル
ニ
至
リ
タ
ル
場
合
二
於
テ
該
処
分

　
ガ
完
全
ナ
ル
効
力
ヲ
生
ズ
ル
モ
ノ
ト
認
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ト
同
様
ナ
リ
ト
謂
フ
ベ
ク
、
之
二
反
シ
、
単
二
無
権
代
理
行
為
ナ
リ
ト
ノ
理

　
由
二
基
キ
運
上
の
如
ク
無
権
代
理
人
が
本
人
ヲ
相
続
シ
タ
ル
場
合
ト
難
、
同
人
ハ
其
ノ
本
人
タ
ル
資
格
二
於
テ
損
害
賠
償
ノ
責
二
任
ズ
ル

　
　
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
ト
謂
フ
が
如
キ
ハ
、
徒
立
相
手
方
ヲ
不
利
益
ナ
ル
地
位
二
陥
ル
ル
結
果
ヲ
生
ズ
ル
コ
ト
ヲ
免
レ
難
ク
、
其
ノ
許
ス
ベ
カ
ラ

　
サ
ル
コ
ト
言
ヲ
倹
タ
ザ
ル
所
」
と
述
べ
て
、
無
権
代
理
行
為
は
完
全
に
有
効
に
な
る
旨
を
判
示
し
た
。
こ
の
判
決
の
指
摘
す
る
論
拠
は
、

　
第
一
に
、
無
権
代
理
人
が
本
人
の
法
律
上
の
地
位
を
承
継
す
る
こ
と
、
第
二
に
は
、
無
権
代
理
人
は
本
人
の
相
続
人
に
よ
っ
て
処
分
権
を

　
取
得
す
る
こ
と
、
第
三
に
は
、
無
権
代
理
人
が
一
方
で
は
無
権
代
理
入
た
る
資
格
で
損
害
賠
債
の
責
に
任
じ
、
他
方
で
本
人
た
る
資
格
で

　
　
追
認
を
拒
絶
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
両
方
の
資
格
を
分
離
し
て
主
張
す
る
の
を
許
し
て
は
、
相
手
方
は
不
利
益
に
陥
入
る
と
い
う
利
益
較

　
　
量
の
三
点
で
あ
る
。

　
　
　
そ
の
後
に
現
わ
れ
た
判
例
は
大
体
右
の
第
一
点
を
論
拠
と
し
て
採
用
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
A
の
精
神
斜
乱
中
に
、
養
子
B
が
A
か

　
　
ら
代
理
人
選
任
の
委
任
を
受
け
た
も
の
の
よ
う
に
装
っ
て
、
A
名
義
の
委
任
状
を
偽
造
し
て
、
C
を
代
理
人
に
選
任
し
、
そ
れ
に
法
律
行

　
　
為
を
さ
せ
た
場
合
に
、
B
が
A
を
相
続
し
た
ケ
ー
ス
（
口
大
判
昭
九
・
九
・
一
〇
民
集
一
三
巻
一
七
七
七
頁
）
、
無
権
代
理
人
が
本
人
の
代
理
人

　
　
と
称
し
て
相
手
方
と
売
買
契
約
を
締
結
し
、
そ
の
後
本
人
を
家
督
相
続
し
た
ケ
ー
ス
（
◎
大
判
昭
一
〇
。
八
。
八
新
聞
三
八
八
一
号
一
二
頁
）
、

説　
　
本
人
の
委
任
な
く
し
て
債
務
の
承
認
を
し
た
無
権
代
理
人
が
本
人
を
家
督
相
続
し
た
ケ
ー
ス
（
四
大
判
昭
一
〇
・
一
二
・
二
八
判
例
全
集
三
輯

論　
　
二
号
一
四
頁
）
に
お
い
て
は
い
ず
れ
も
、
　
「
無
権
代
理
人
が
本
人
ヲ
相
続
シ
、
本
人
ト
代
理
人
ー
ノ
資
格
が
同
一
入
早
帰
ス
ル
ニ
至
リ
タ
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ル
ー
キ
ハ
、
本
人
自
ラ
其
ノ
法
律
行
為
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
同
一
ノ
法
律
上
ノ
地
位
ヲ
生
ズ
ル
モ
ノ
」
と
言
う
視
点
か
ら
、
無
権
代
理
行
為
を

説　
　
有
効
と
す
る
。

論　
　
　
し
か
し
な
が
ら
、
昭
和
＝
二
年
一
一
月
一
六
日
の
判
決
（
㈲
民
集
一
七
巻
二
二
一
頁
）
は
、
そ
れ
ま
で
の
判
例
と
異
り
、
　
追
認
権
の
承
継

　
　
に
よ
っ
て
理
論
構
成
を
し
て
い
る
。
ケ
ー
ス
は
、
Y
が
継
子
た
る
未
成
年
者
A
か
ら
、
そ
の
家
督
相
続
に
よ
っ
て
取
得
し
た
債
権
の
贈
与

　
　
を
受
け
た
の
だ
が
、
そ
の
贈
与
は
Y
と
A
と
の
利
益
相
反
行
為
に
該
当
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Y
は
A
の
法
定
代
理
人
と
な
っ
て
受
贈

　
　
し
た
（
無
権
代
理
行
為
に
な
る
）
が
、
そ
の
後
、
A
が
隠
居
し
た
も
の
で
、
Y
は
「
其
ノ
家
督
相
続
ヲ
為
シ
、
右
無
権
代
理
行
為
ノ
追
認
権

　
　
ヲ
モ
承
継
シ
タ
ル
結
果
、
右
贈
与
行
為
ヲ
以
テ
結
局
有
効
二
帰
シ
」
、
し
た
が
っ
て
、
右
贈
与
に
よ
り
有
効
に
債
権
を
取
得
し
た
こ
と
に

　
　
な
る
と
判
示
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
前
掲
り
の
判
例
は
、
第
三
点
で
、
相
手
方
と
無
権
代
理
入
H
本
人
の
利
益
を
較
量
す
る
志
向
を
示
し
た

　
　
が
、
昭
和
一
七
年
二
月
二
五
日
の
判
決
（
六
）
は
、
更
に
明
確
に
、
信
義
則
の
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
ケ
ー
ス
は
、
亡
戸
主

　
　
A
の
遺
産
管
理
人
B
が
権
限
な
く
し
て
和
解
契
約
し
た
後
に
、
死
亡
し
、
C
が
相
続
人
に
選
定
さ
れ
て
、
B
家
の
戸
主
と
な
っ
た
が
、
そ

　
　
の
後
、
C
は
A
の
相
続
入
に
も
選
定
さ
れ
た
の
で
、
B
家
の
戸
主
を
隠
居
し
、
A
家
の
戸
主
に
な
っ
た
場
合
に
、
無
権
代
理
行
為
た
る
和

　
解
を
し
た
B
の
家
督
相
続
を
し
た
C
が
隠
居
の
う
え
、
さ
ら
に
A
家
の
家
督
相
続
を
し
て
本
人
た
る
A
の
地
位
に
つ
く
と
、
そ
の
無
権
代

　
理
行
為
は
本
人
自
身
が
な
く
し
た
と
同
様
の
効
果
を
生
ず
る
旨
を
判
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
　
「
無
権
代
理
行
為
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ノ
家
督

　
相
続
人
が
隠
居
ヲ
為
シ
タ
ル
後
鞘
二
他
家
ノ
家
督
相
続
ヲ
為
シ
テ
本
人
ノ
地
位
二
就
キ
タ
ル
場
合
二
軍
テ
ハ
、
別
段
の
事
情
ナ
キ
限
り
本

　
人
自
ラ
法
律
行
為
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
同
様
其
ノ
行
為
の
結
果
ノ
自
己
二
帰
属
ス
ル
ヲ
回
避
シ
得
ザ
ル
コ
ト
、
彼
ノ
無
権
代
理
人
が
自
ラ
本
人

　
　
ノ
相
続
ヲ
為
シ
其
ノ
地
位
ヲ
承
継
シ
タ
ル
場
合
卜
何
等
択
ブ
ト
コ
ロ
ナ
キ
モ
ノ
ト
解
ス
ル
ヲ
相
当
ト
ス
。
…
…
…
斯
ル
債
務
ヲ
負
担
セ
ル

　
者
が
本
人
ノ
地
位
二
就
キ
タ
ル
場
合
二
於
テ
ハ
、
寧
ロ
相
手
方
二
対
シ
無
権
代
理
行
為
ノ
追
認
ヲ
為
ス
ベ
キ
コ
ソ
相
当
ナ
レ
、
今
更
追
認

　
　
ヲ
拒
絶
シ
テ
代
理
行
為
ノ
効
果
ノ
自
己
二
帰
属
ス
ル
コ
ト
ヲ
回
避
セ
ン
ー
ス
ル
が
如
キ
ハ
、
　
信
義
則
上
許
サ
ル
ベ
キ
ニ
ア
ラ
ザ
レ
バ
ナ
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り
し
と
述
べ
る
。
こ
の
判
決
は
、
も
っ
ぱ
ら
信
義
則
の
観
点
か
ら
理
由
づ
け
が
さ
れ
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
（
川
添
「
最
高
裁
判

　
所
判
例
解
説
」
法
曹
時
報
一
四
巻
六
号
＝
一
頁
」
、
佐
々
木
「
判
例
紹
介
篇
」
受
験
新
報
昭
和
三
七
年
一
二
月
号
六
六
頁
）
が
、
　
そ
の
こ
と
だ
け
を
重
視

　
　
す
る
批
評
は
正
し
く
な
い
。
　
本
文
引
用
の
よ
う
に
、
　
前
段
に
お
い
て
無
権
代
理
人
本
人
の
法
的
地
位
を
承
継
し
た
こ
と
を
認
め
た
う
え

　
　
で
、
追
認
拒
絶
を
す
る
こ
と
は
信
義
則
上
許
さ
れ
な
い
と
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
無
権
代
理
人
が
本
人
を
相
続
す
る
場
合

　
　
の
判
例
の
理
論
構
成
は
、
因
の
判
決
が
端
的
に
表
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
地
位
承
継
の
理
論
に
立
脚
し
て
、
し
か
も
、
信
義
則
の
適
用
を

　
考
え
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
基
底
に
は
、
み
ず
か
ら
無
権
代
理
行
為
壱
な
し
た
者
が
本
人
を
相
続
し
た
場
合
に
、
’
自
分
の
行
為
の
追
認

　
　
を
拒
絶
す
る
の
は
通
常
の
法
意
識
上
許
容
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
倫
理
的
非
難
の
態
度
が
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
件
の

　
　
例
外
も
な
く
、
無
権
代
理
人
の
行
為
の
有
効
性
を
宣
言
す
る
の
に
終
始
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
か
よ
う
に
見
る
と
、
本
判
決
は
、
本
人

　
　
が
無
権
代
理
入
を
相
続
し
た
場
合
に
は
、
　
追
認
拒
絶
を
許
す
と
し
て
、
　
表
面
的
に
は
全
く
対
蹟
的
な
判
決
を
下
し
て
い
る
か
の
よ
う
に

　
　
見
え
る
が
、
実
質
的
に
は
、
前
記
判
例
と
同
様
に
、
み
ず
か
ら
無
権
代
理
行
為
を
な
さ
っ
た
者
は
、
無
権
代
理
人
を
相
続
し
て
、
そ
の
追

　
　
認
を
拒
絶
し
て
も
、
倫
理
的
非
難
は
加
え
ら
れ
な
い
と
い
う
点
で
、
同
】
の
基
調
に
立
つ
と
見
て
い
い
。

　
　
二
、
学
説
は
、
以
上
の
判
例
の
発
展
と
軌
を
一
に
し
、
そ
の
理
論
構
成
で
は
一
段
の
精
緻
さ
を
加
え
て
い
る
が
、
主
と
し
て
判
例
8
の
三

　
　
の
論
拠
を
基
軸
に
し
て
展
開
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
理
由
づ
け
は
、
相
続
上
の
原
則
の
側
面
か
ら
と
無
権
代
理
の
性
格
の
側
面
か
ら
と
の
二

　
　
つ
の
視
角
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
ま
ず
、
前
者
に
属
す
る
も
の
と
し
て
は
、
判
例
日
が
「
本
人
が
自
ラ
法
律
行
為
ヲ
為
シ
タ
ト
同
様
ノ
法
律
上
ノ
地
位
ヲ
生
ズ
」
と
判
示

　
　
す
る
や
、
人
格
口
法
律
上
の
地
位
の
承
継
の
理
論
に
依
拠
し
て
、
こ
れ
に
賛
成
し
（
穂
積
・
判
例
民
事
法
昭
和
二
年
度
二
一
事
件
八
八
頁
、
「
相
続

説　
　
法
」
一
六
一
一
七
頁
）
、
そ
の
後
、
こ
の
理
論
を
採
用
す
る
学
説
が
多
く
現
わ
れ
た
（
青
山
・
相
続
法
九
五
頁
、
真
田
・
判
批
法
学
新
報
五
三
巻
二

論　
　
号
九
一
頁
、
永
田
・
民
法
要
義
第
五
巻
＝
五
！
二
六
頁
、
中
川
．
注
解
相
続
法
八
四
頁
）
。
そ
し
て
、
　
「
人
格
承
継
」
と
「
代
理
権
」
　
の
関
係
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論説

に
つ
い
て
一
層
に
鮮
明
に
論
理
構
成
す
る
努
力
が
払
わ
れ
、
　
人
格
承
継
の
理
論
を
用
い
る
ま
で
も
な
く
、
　
無
権
代
理
人
が
本
人
た
る
資

格
を
相
続
し
て
、
　
本
人
た
る
資
格
と
無
権
代
理
人
た
る
資
格
が
同
一
人
格
に
融
合
す
れ
ば
、
　
本
人
と
代
理
人
と
は
も
は
や
他
人
で
は
な

く
、
し
た
が
っ
て
、
代
理
権
の
媒
介
を
必
要
と
す
る
ま
で
も
な
く
、
当
然
法
律
行
為
の
効
果
が
そ
の
人
格
に
属
す
る
こ
と
に
確
定
す
る
と

い
う
証
明
（
四
宮
。
判
例
民
事
法
昭
和
一
七
年
度
一
二
事
件
四
六
頁
）
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
地
位
承
継
説
は
、
単
な
る
比
輸
的
説
明
に
す
ぎ
な
い
と
の
非
難
は
別
と
し
て
、
無
権
代
理
人
が
無
能
力
者
で
あ
る
場
合
、
遺

言
執
行
者
の
任
命
が
あ
っ
た
場
合
、
更
に
は
、
無
権
代
理
人
が
共
同
相
続
人
の
一
入
で
あ
る
場
合
に
は
、
み
ず
か
ら
単
独
で
有
効
に
追
認

権
を
行
使
し
え
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
無
権
代
理
行
為
は
相
続
開
始
と
同
時
に
当
然
確
定
的
に
有
効
と
な
る
と
い
う
不
都
合
な
結
果
が

指
摘
さ
れ
た
（
於
保
。
粗
煮
民
商
法
雑
誌
一
巻
四
号
一
五
七
頁
、
法
学
論
叢
三
一
二
巻
一
号
四
五
頁
以
下
、
実
方
。
判
批
法
学
四
巻
七
号
二
二
頁
）
。
か
よ

う
に
し
て
、
相
続
の
側
面
か
ら
の
説
明
が
齋
ら
す
欠
陥
を
補
う
た
め
に
、
こ
ん
ど
は
無
権
代
理
の
性
格
か
ら
説
明
し
よ
う
と
す
る
理
論
が

登
場
し
て
く
る
。

　
無
権
代
理
人
が
本
入
を
相
続
し
た
場
合
は
、
非
権
利
者
の
行
為
の
追
完
（
一
く
◎
ご
く
¢
ρ
一
①
ω
N
Φ
断
N
）
の
場
合
に
該
当
す
る
と
な
し
、
　
追
完
理

論
で
説
明
す
る
。
つ
ま
り
、
無
権
代
理
行
為
は
、
代
理
権
を
欠
く
た
め
に
内
容
に
応
じ
た
確
定
的
な
法
律
効
果
を
発
生
し
え
な
い
状
態
で

あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
な
ん
ら
か
の
方
法
で
代
理
権
の
蝦
疵
が
追
完
さ
れ
れ
ば
、
当
然
に
効
力
を
生
ず
べ
き
性
格
を
も
つ
か
ら
、
無
権
代

理
人
が
相
続
に
よ
っ
て
無
権
代
理
行
為
の
目
的
た
る
物
ま
た
は
権
利
の
処
分
権
を
取
得
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
権
代
理
行
為
の
追
完
が

行
な
わ
れ
る
た
め
で
あ
る
と
説
明
す
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
無
権
代
理
権
は
無
権
代
理
人
の
処
分
権
の
取
得
に
よ
っ
て
追
完
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
追
完
は
相
続
に
よ
る

必
要
も
な
く
、
た
ま
た
ま
無
権
代
理
人
が
本
人
か
ら
の
売
買
の
目
的
物
の
贈
与
を
受
け
、
処
分
権
を
取
得
す
れ
ば
、
本
人
の
追
認
を
ま
た

ず
に
、
本
人
に
無
権
代
理
行
為
の
効
果
が
帰
属
せ
し
め
ら
れ
る
と
い
う
不
当
な
結
果
が
生
ず
る
と
し
て
非
難
さ
れ
て
い
る
（
杉
之
原
。
判
批
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民
商
法
雑
誌
九
巻
一
〇
二
九
頁
）
。
そ
こ
で
、
無
権
代
理
人
は
、
相
続
に
よ
っ
て
、
　
そ
の
行
為
の
目
的
物
の
処
分
権
を
取
得
し
た
た
め
で
は

　
な
く
て
、
完
全
な
追
認
権
を
取
得
す
る
か
ら
、
無
権
代
理
権
が
追
完
さ
れ
る
と
い
う
理
論
が
展
開
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
追
認
権
の
承

　
継
に
よ
っ
て
、
無
権
代
理
人
は
追
認
権
行
使
の
自
由
を
有
す
る
が
、
　
無
権
代
理
人
が
そ
の
行
使
を
拒
絶
し
う
る
と
す
れ
ば
、
　
実
質
的
に

　
　
は
、
無
権
代
理
人
を
し
て
自
己
が
欲
し
て
な
し
た
行
為
の
効
果
の
発
生
を
み
ず
か
ら
阻
止
す
る
の
を
認
め
る
こ
と
に
な
り
、
私
的
自
治
の

　
精
神
に
反
し
、
信
義
則
に
も
と
る
と
い
う
べ
く
、
し
た
が
っ
て
、
か
か
る
場
合
に
は
、
追
認
を
ま
た
ず
に
無
権
代
理
行
為
は
追
完
さ
れ
て

　
当
然
有
効
と
主
張
す
る
説
が
現
わ
れ
た
（
杉
之
原
前
掲
批
判
一
〇
三
〇
一
一
〇
三
一
頁
、
同
旨
、
高
梨
・
軍
規
日
本
法
学
八
巻
八
号
三
四
頁
以
下
）
。

　
　
　
以
上
の
い
つ
れ
の
学
説
に
よ
っ
て
も
、
無
権
代
理
入
が
本
人
を
相
続
し
た
場
合
に
は
、
結
局
、
適
法
有
効
な
代
理
行
為
と
し
て
相
続
人

　
　
を
拘
束
す
る
と
い
う
結
論
を
容
認
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
は
単
な
る
理
論
構
成
の
差
異
に
帰
着
す
る
。
そ
れ
ら
を
多
少
図
式
的
で

　
　
は
あ
る
が
、
類
型
化
す
れ
ば
、
囚
無
権
代
理
人
の
資
格
（
法
的
地
位
）
＋
本
人
の
資
格
（
法
的
地
位
）
、
園
無
権
代
理
行
為
＋
処
分
権
、

　
◎
無
権
代
理
行
為
＋
追
認
し
う
べ
き
権
利
＋
信
義
則
に
基
づ
く
追
認
拒
絶
権
行
使
の
禁
止
の
三
類
型
に
な
る
。

　
　
　
し
た
が
っ
て
、
本
判
決
の
場
合
の
ご
と
く
、
本
人
が
無
権
代
理
人
を
相
続
す
る
場
合
に
こ
れ
ら
の
類
型
を
あ
て
は
め
る
と
、
こ
れ
ら
の

　
　
学
説
の
差
異
は
、
相
続
人
が
倉
入
た
る
資
格
、
処
分
権
あ
る
い
は
追
認
権
を
最
初
か
ら
有
し
て
い
た
か
、
そ
れ
と
も
相
続
に
よ
っ
て
承
継

　
　
し
た
か
の
差
異
に
帰
着
し
、
い
つ
れ
の
理
論
構
成
に
よ
っ
て
も
無
権
代
理
行
為
は
有
効
に
な
る
と
い
う
結
論
に
導
か
れ
る
。
た
だ
、
C
型

　
　
に
お
い
て
だ
け
、
信
義
則
の
適
用
に
よ
っ
て
、
追
認
拒
絶
権
の
行
使
が
許
さ
れ
る
場
合
が
考
え
ら
れ
、
そ
れ
が
ま
さ
に
本
判
決
の
ケ
ー
ス

　
　
に
あ
た
る
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
信
義
則
と
い
う
一
般
条
項
に
基
づ
い
て
追
認
拒
絶
権
行
使
の
許
容
を
決
定
す
る
こ
と
が
無
制
約
に

　
　
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
本
件
の
よ
う
に
、
　
本
人
が
無
権
代
理
人
の
資
格
を
取
得
し
て
も
、
　
そ
も
そ
も
追
認
権
は
最
初
か
ら
相
続
人
た
る

説　
　
本
人
が
有
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
人
た
る
資
格
に
基
づ
い
て
追
認
を
拒
絶
し
て
も
す
こ
し
も
信
義
則
に
反
し
な
い
と
も
言
い
う

論　
　
る
し
、
反
対
に
、
相
続
法
上
の
一
般
原
則
か
ら
み
て
、
相
続
人
は
相
続
放
棄
を
し
な
い
か
ぎ
り
、
被
相
続
人
の
権
利
義
務
を
包
括
的
に
承
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論説

面
す
る
以
上
、
被
相
続
人
が
な
し
た
法
律
行
為
が
た
と
い
無
権
代
理
行
為
で
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
の
責
任
は
当
然
本
人
た
る
相
続
人
に
承

継
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
相
続
人
の
追
認
拒
絶
を
許
す
の
は
、
信
義
則
に
反
す
る
と
い
う
反
対
の
結
論
を
出
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
か
よ
う
な
か
な
り
恣
意
的
、
主
観
的
判
断
に
従
っ
て
、
信
義
則
適
用
の
有
無
を
決
定
す
る
こ
と
が
果
し
て
許
さ

れ
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
も
出
て
く
る
。
法
律
上
地
位
の
承
継
あ
る
い
は
両
者
の
資
格
の
融
合
と
い
っ
て
み
て
も
、
所

詮
そ
れ
は
法
律
関
係
の
承
継
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
に
は
（
青
山
前
掲
書
三
七
i
四
〇
頁
）
、
こ
の
際
、
　
無
権
代
理
の
構
造
自
体
か

ら
、
無
権
代
理
人
と
本
人
と
の
間
に
相
続
関
係
が
発
生
し
た
場
合
に
、
い
か
な
る
権
利
が
相
続
の
対
象
と
な
る
の
か
、
ま
た
、
そ
の
権
利

は
ど
の
よ
う
な
性
格
を
帯
有
す
る
の
か
を
検
討
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
。

三
、
無
権
代
理
行
為
は
た
ま
た
ま
代
理
権
を
欠
く
た
め
に
、
そ
の
内
容
に
相
応
し
た
効
果
を
確
定
的
に
発
生
せ
し
め
え
ず
、
い
わ
ば
効
果

の
成
否
未
定
の
行
為
で
あ
る
。
た
だ
本
人
の
追
認
、
す
な
わ
ち
、
本
入
が
無
権
代
理
行
為
の
効
力
を
自
己
に
帰
属
せ
し
め
よ
う
と
す
る
意

思
表
示
に
よ
っ
て
、
そ
の
効
果
が
確
定
す
る
が
、
追
認
権
は
本
人
の
単
独
行
使
に
委
ね
ら
れ
た
形
成
権
で
あ
っ
て
、
代
理
権
授
与
行
為
と

同
性
質
の
授
権
行
為
の
一
種
で
は
な
い
。
追
認
は
、
そ
の
効
力
を
完
全
に
発
生
せ
し
め
る
た
め
に
は
、
相
手
方
に
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

と
さ
れ
て
い
る
（
＝
三
条
二
項
。
勿
論
、
無
権
代
理
人
に
た
い
し
て
な
す
こ
と
は
許
さ
れ
る
。
大
判
一
四
。
＝
一
。
二
四
民
国
四
巻
七
六
五
頁
）
。
こ

の
こ
と
は
、
無
権
代
理
行
為
を
浮
動
的
状
態
か
ら
、
そ
の
内
容
に
応
じ
た
効
果
を
確
定
的
に
発
生
す
る
行
為
に
転
換
せ
し
め
う
る
の
は
、

処
分
権
の
取
得
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
追
認
権
の
行
使
に
基
づ
く
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
追
認
を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

は
じ
め
て
無
権
代
理
人
は
代
理
権
を
取
得
し
、
無
権
代
理
行
為
が
有
効
と
な
る
と
解
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
無
権
代
理
人
が
本
人
を
相
続
す
る
場
合
に
は
、
無
権
代
理
入
の
処
分
権
の
取
得
に
よ
っ
て
、
当
該
無
権
代
理
行
為
が
有
効

と
な
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
そ
こ
に
は
〃
相
続
の
承
認
は
追
認
な
り
〃
と
い
う
擬
制
を
措
定
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
　
ま
た
、
　
相
続
に

よ
つ
で
、
　
本
人
の
地
位
（
資
格
）
と
無
権
代
理
入
の
地
位
（
資
格
）
と
が
融
合
す
る
と
み
て
も
、
　
そ
も
く
本
人
の
追
認
が
な
い
か
ぎ
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り
、
本
人
の
地
位
の
発
生
は
あ
り
え
ず
、
　
そ
の
際
、
　
〃
本
人
の
地
位
（
資
格
）
〃
と
称
さ
れ
る
も
の
は
、
せ
い
ぜ
い
本
人
が
追
認
を
な

　
　
し
う
べ
き
地
位
の
意
味
し
か
も
た
な
い
。
以
上
の
理
解
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
無
権
代
理
人
が
本
人
を
相
続
す
る
場
合
の
相
続
の
対
象
と

　
　
な
る
法
律
関
係
は
、
追
認
を
な
し
う
べ
き
権
利
そ
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
四
、
以
上
の
よ
う
に
見
る
と
、
被
相
続
人
を
相
続
人
と
の
間
に
無
権
代
理
関
係
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
相
続
人
は
当
該
無
権
代
理
行
為

　
　
を
追
認
す
る
か
否
か
（
か
か
る
追
認
を
な
し
う
べ
き
権
利
を
被
相
続
人
た
る
本
人
か
ら
承
継
し
た
場
合
、
あ
る
い
は
相
続
人
た
る
本
人
が
み
ず
か
ら
の
権

　
　
利
と
し
て
行
使
す
る
場
合
い
ず
れ
に
し
て
も
）
の
問
題
が
残
る
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
論
理
的
に
は
相
続
人
は
自
由
に
追
認
な
い
し
は

　
　
追
認
拒
絶
を
な
し
う
る
は
ず
で
あ
る
が
、
両
者
間
に
、
特
殊
な
無
権
代
理
関
係
が
存
在
す
る
だ
け
に
、
追
認
拒
絶
権
の
行
使
が
信
義
則
に

　
　
よ
っ
て
阻
止
さ
れ
る
場
合
が
出
て
ぐ
る
。
従
来
の
判
例
・
学
説
は
い
か
な
る
態
様
で
信
義
則
を
適
用
し
た
か
を
検
討
し
よ
う
・

　
　
　
ま
ず
、
判
例
日
因
は
、
相
続
に
よ
っ
て
本
人
と
無
権
代
理
人
の
資
格
が
融
合
す
る
こ
と
を
認
め
た
う
え
に
、
信
義
則
を
適
用
し
て
無
権

　
　
代
理
人
の
追
認
拒
絶
権
の
行
使
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
が
、
　
両
者
の
資
格
が
同
一
人
に
帰
す
れ
ば
、
　
も
は
や
代
理
権
の
媒
介
を
要
せ
ず

　
　
に
、
本
人
み
ず
か
ら
法
律
行
為
を
な
し
た
と
同
様
の
状
態
に
な
っ
て
、
無
権
代
理
行
為
は
通
常
の
法
律
行
為
に
な
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、

　
　
追
認
権
行
使
を
否
認
す
る
た
め
に
、
信
義
則
を
も
ち
出
す
必
要
は
な
い
（
た
と
え
ば
、
本
判
例
の
第
二
審
の
判
決
参
照
）
。
判
例
の
因
は
屋
上

　
　
屋
を
架
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

　
　
　
前
述
の
よ
う
に
、
杉
之
原
教
授
は
信
義
則
に
基
づ
い
て
追
認
拒
絶
の
禁
止
を
説
か
れ
る
が
、
教
授
は
無
権
代
理
人
が
相
続
に
よ
っ
て
本

人
の
完
全
な
追
認
権
を
承
継
す
る
こ
と
を
承
認
さ
れ
な
萱
無
権
鐘
人
が
か
か
る
場
合
に
追
認
拒
絶
を
す
る
こ
と
は
信
義
則
上
許
さ
沸

　
　
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
追
認
を
ま
た
ず
無
権
代
理
行
為
は
追
完
さ
れ
当
然
に
有
効
に
確
定
す
る
と
主
張
さ
れ
る
（
杉
之
原
前
掲
批
評
一
〇
三
　
宙

蓼
頁
）
。
し
か
セ
先
学
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
か
か
る
根
拠
だ
け
か
ら
賎
追
化
病
拒
絶
を
禁
止
す
る
こ
と
は
罷
で
あ
っ
ξ
無
晒

　
　
権
代
理
行
為
が
相
続
に
よ
っ
て
当
然
に
有
効
に
な
る
」
と
の
結
論
を
導
き
え
な
い
と
い
う
批
判
が
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
（
四
宮
前
掲
批
評
　
Z



　
　
四
六
頁
）
。
す
な
わ
ち
、
信
義
則
に
基
づ
い
て
追
認
拒
絶
が
禁
止
さ
れ
て
も
V
　
依
然
と
し
て
無
権
代
理
行
為
は
不
確
定
な
浮
動
的
状
態
に

国論
　
と
ど
ま
り
、
追
認
拒
絶
に
よ
っ
て
、
反
射
的
に
追
認
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
当
該
無
権
代
理
行
為
が
浮
び
上
っ
て
有
効
に
確
定
す
る
こ
ど

　
　
に
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
、
更
に
、
追
認
拒
絶
“
追
認
あ
る
い
は
相
続
の
承
認
H
追
認
と
び
う
擬
制
を
媒
介
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

　
が
、
追
認
は
単
独
の
意
思
表
示
で
あ
る
以
上
、
　
追
認
の
意
思
表
示
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
　
追
認
を
擬
制
輩
る
こ
ど
は
到
底
許
さ
れ

　
な
い
。

　
　
柚
木
教
授
は
、
無
権
代
理
人
が
本
入
を
相
続
し
た
場
合
に
は
、
信
義
則
に
て
ら
し
て
、
本
入
み
ず
か
ら
法
律
行
為
を
な
し
た
と
同
一
に

　
取
扱
う
べ
く
、
し
た
が
っ
て
独
り
追
認
を
拒
否
し
え
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
効
果
は
当
然
本
人
に
帰
属
し
て
追
認
の
問
題
の
生
ず
る

　
余
地
は
な
い
と
説
か
れ
る
（
柚
木
「
判
例
民
法
総
論
」
下
二
六
八
頁
、
「
判
例
相
続
法
論
」
一
六
五
頁
）
¢
　
通
常
の
相
続
に
お
い
て
は
「
地
位
・

　
入
格
の
承
継
」
観
念
を
排
斥
さ
れ
つ
つ
（
「
判
例
相
続
法
論
」
一
五
七
頁
以
下
）
、
両
者
間
に
無
権
代
理
関
係
が
存
在
す
る
特
殊
“
例
外
醇
場

　
合
に
は
、
信
義
則
上
、
両
者
の
資
格
の
融
合
を
生
ず
る
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
解
釈
に
た
い
し
て
は
、
前
述
の
判
例
い
因
に

　
だ
い
す
る
批
判
が
あ
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
と
こ
ろ
で
、
本
判
決
も
信
義
則
の
適
用
を
説
き
、
無
権
代
理
人
が
本
人
を
相
続
し
た
場
合
に
、
無
権
代
理
人
の
追
認
拒
絶
を
許
す
の
は

　
・
信
義
則
に
反
す
る
が
、
本
入
が
無
権
代
理
人
を
相
続
し
た
場
合
に
は
、
一
般
に
本
入
の
追
認
拒
絶
を
認
め
て
も
一
般
に
信
義
則
に
反
す
る

　
こ
と
は
な
い
と
判
示
す
る
。
判
決
要
旨
は
極
め
て
簡
略
で
あ
っ
て
、
そ
の
論
拠
を
明
確
に
把
握
し
え
な
い
が
、
相
続
入
た
る
本
人
は
最
初
．

　
か
ら
追
認
拒
絶
権
を
有
し
、
そ
の
自
由
な
る
行
使
は
許
さ
る
べ
き
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
行
使
は
信
義
則
に
反
し
な
い
と
判
断
し
た

　
点
、
　
あ
え
て
逆
の
ケ
ー
ス
を
対
照
し
て
判
断
し
た
点
、
　
「
無
権
代
理
行
為
は
相
続
と
共
に
当
然
有
効
と
な
る
」
　
と
し
て
い
る
点
等
に
注
－

　
齢
す
れ
ば
、
当
然
両
者
の
資
格
の
融
合
を
前
提
と
し
て
い
る
と
解
さ
ざ
る
を
え
ず
、
そ
の
意
味
τ
は
、
結
論
こ
そ
異
っ
て
い
る
が
、
従
来

　
の
判
例
理
論
を
踏
襲
す
る
も
の
と
考
え
て
差
支
え
な
く
、
前
述
の
批
判
に
堪
番
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
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i閥 説

　
以
上
考
察
し
た
よ
う
に
、
信
義
則
の
適
用
を
説
く
判
例
・
学
説
は
い
ず
れ
も
十
分
な
理
由
ず
け
を
与
え
て
お
ら
な
い
ば
か
り
で
な
く
、

本
判
決
は
信
義
則
を
適
用
し
て
事
案
を
解
決
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
質
的
に
は
な
ん
ら
の
解
決
を
も
与
え
て
い
な
い
。
相

続
に
よ
っ
て
本
人
た
る
相
続
人
が
＝
七
条
の
履
行
の
責
を
負
う
こ
と
に
な
る
か
ら
、
折
角
追
認
拒
絶
権
の
行
使
を
許
し
て
も
、
そ
の
意

味
は
な
く
な
り
、
本
人
の
追
認
拒
絶
権
を
否
定
し
た
こ
と
と
変
ら
な
い
。
か
か
る
場
合
に
は
、
信
義
則
は
一
一
七
条
の
責
任
の
負
担
の
態

様
の
場
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
判
決
は
あ
ま
り
に
も
、
無
権
代
理
人
が
本
人
を
相
続
し
た
場
合
の
従
来
の
理
論
構
成

に
こ
だ
わ
っ
て
、
信
義
則
適
用
の
場
を
誤
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

五
、
無
権
代
理
人
が
本
意
を
相
続
し
た
場
合
、
ま
た
、
本
人
が
無
権
代
理
人
を
相
続
し
た
場
合
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
相
続
人
（
前
者
の
場

合
は
無
権
代
理
人
、
後
者
の
場
合
は
本
人
）
は
本
人
の
資
格
で
追
認
権
（
前
者
の
場
合
は
承
継
し
た
、
後
者
の
場
合
は
固
有
の
、
追
認
権
お
よ
び
追
認
拒

絶
権
）
を
自
由
に
行
使
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
相
続
入
が
無
権
代
理
行
為
の
追
認
拒
絶
を
し
た
場
合
に

は
、
相
続
人
に
は
一
一
七
条
の
責
任
が
当
然
に
発
生
す
る
。
そ
し
て
、
前
者
の
場
合
に
は
、
無
権
代
理
入
は
一
一
七
条
の
履
行
責
任
を
全

面
的
に
負
担
す
べ
く
、
自
己
に
代
理
権
の
存
在
し
て
い
た
こ
と
や
相
手
方
の
悪
意
・
過
失
を
立
証
し
て
履
行
責
任
を
免
れ
る
こ
と
は
信
義

則
上
許
さ
れ
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
み
ず
か
ら
無
権
代
理
行
為
を
し
て
お
き
な
が
ら
、
履
行
責
任
の
免
脱
な
い
し
は
軽
減
を
認
め
る

こ
と
は
信
義
則
に
反
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
後
者
の
場
合
に
は
、
今
入
は
相
手
方
の
履
行
請
求
を
拒
否
し
て
、
損
害
賠

償
責
任
の
み
を
負
担
す
る
こ
と
が
許
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
本
人
は
追
認
拒
絶
を
な
し
て
、
当
該
無
権
代
理
行
為
の
効
果
の
発
生
を
一
応
阻

止
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
相
続
に
よ
っ
て
＝
七
条
の
責
任
を
負
担
す
る
よ
う
に
な
っ
た
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
み
ず
か
ら
な
し
た
と
同

様
の
履
行
責
任
の
免
脱
を
認
め
て
も
、
信
義
則
に
反
す
る
と
は
言
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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